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鳥取市水道局だより（2017.11.1）

　本市の水道事業は、人口減少、節水器具の普及や企業再編などに伴う
水需要の減少により水道料金収入が減少する一方、高度経済成長期以降
に整備した施設の老朽化に伴う更新や再構築、地震などの災害対策に多
額の費用が必要となっています。このような中、水道料金については、
平成23年の改定以来、現行料金を維持してきましたが、近年は赤字決
算が続くなど、経費節減努力だけでは改善が難しい経営状況となってお
り、将来にわたって安全、安心な水道事業を維持するためには、水道料
金の見直しが必要となってきました。
　こういった状況を受け、平成30年４月から平均18.4％引き上げる鳥取市水道事業給水条例の改正案を平
成29年９月議会に提案、可決されました。
　今回可決された料金改定の内容についてお知らせします。

平成30年４月から

（旧簡易水道給水区域を除く）

料 金 改 定 の 内 容
● 平均改定率18.4％の料金改定を行います。（平均改定率の18.4％は、改定後の料金で算定した場合に、現行
料金と比べて料金収入の総額が18.4％増加することを表しています。）

●水需要の増減による料金収入への影響を抑えるため、水道料金収入における基本料金の占める割
合を増加します。（基本料金と従量料金の水道料金収入構成比を、現行の25：75から38：62にします。）

●平成30年４月以降に使用した水量（６月計量、７月請求分）から適用します。

●水道料金表（１カ月につき）

水道料金は、基本料金と従量料金との合計額に100分の108を乗じて得た額（１円未満の端数は切り捨て）になります。

メーター
口　　径 基　本　料　金

従　量　料　金
使　用　水　量

10㎥
までの分

10㎥
を超え
20㎥
までの分

20㎥
を超え
40㎥
までの分

40㎥
を超え
200㎥
までの分

200㎥
を超える分

13㎜ 840円（ 460円 ）

1㎥につき
52円

（46円）

1㎥につき
104円

（100円）

1㎥につき
139円

（134円）

1㎥につき
166円

（161円）

1㎥につき
202円

（200円）

20㎜ 1,950円（ 1,250円 ）
25㎜ 3,160円（ 2,120円 ）
40㎜ 9,400円（ 6,500円 ）
50㎜ 16,700円（ 11,200円 ）
75㎜ 43,900円（ 30,400円 ）
100㎜ 88,000円（ 62,000円 ）
150㎜ 240,000円（ 170,000円 ）
200㎜ 400,000円（ 350,000円 ）

基本料金 従　量　料　金
口径13㎜ 
840円

10m3までの分
１m3につき52円

10m3を超え20m3までの分
１m3につき104円

［  840円   ＋ （52円×10m3）＋（104円×10m3）  ］

＝2,592円（１円未満の端数は切り捨て）

計算例
メーター口径13㎜、１カ月で20m3使用した場合の水道料金

0 1,000 2,000 3,000 4,000

鳥取市
2,312

2,194

3,531
2,516

2,354

2,813

2,678

3,215

改定後 2,592円
現　行 2,073円

鳥取県内・中国地方の主な都市の状況
メーター口径13㎜、１カ月で20m3使用した場合の水道料金

（旧簡易水道給水区域を除く）（旧簡易水道給水区域を除く）（旧簡易水道給水区域を除く）（旧簡易水道給水区域を除く）（旧簡易水道給水区域を除く）（旧簡易水道給水区域を除く）（旧簡易水道給水区域を除く）（旧簡易水道給水区域を除く）

（　）内は現行料金

× 1.08
（消費税相当額加算）

　水道料金体系は、基本料金と従量料金で構成する二部
料金制を採用しています。

　基本料金… 設置した水道メーターの大きさ（口径）に応じ
た料金。

　従量料金… 使用した水量に応じた料金。使用した水量が多
くなるほど１m3当たりの単価が高くなっていく
逓増制を採用しています。
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水道事業経営のしくみ
　水道事業は、地方公営企業法に基づき地方自治体が経営する企業として運営されています。事業の運営に
当たっては、公共の福祉を増進するとともに、企業の経済性を発揮することが求められています。また、事業
に必要な経費は経営に伴う収入（水道料金収入）をもって充てるという独立採算制の原則を基に経営が行われ
ています。そのため、安定的かつ持続的な事業運営のためには適正な水道料金による収入の確保が不可欠です。

■■ 減少する水道料金収入 ■■
　近年の人口減少、節水器具の普及や企業再編な
どに伴う水需要の減少により有収水量（料金徴収の

対象となる水量）が減少傾向にあります。それに伴い
料金収入も減少しています。（図１）
　また、従量料金使用水量区分ごとの有収水量に
ついては、１㎥当たりの単価が最も安い10㎥以下
の区分の水量が増加しているのに対し、単価が最
も高い201㎥以上の区分の水量が大きく減少して
います。（図２）
　このため、有収水量の減少度以上に料金収入が減少する傾向にあります。

■■ 今後見込まれる更新費用 ■■
　水道事業は、みなさんの所まで水道水
をお届けするために多くの施設を維持管
理していく必要があります。中でも大き
な割合を占めているのが市内に張り巡ら
せている管路（水道管）で、全国的にも
水道の普及が図られた高度経済成長期以
降に設置した管路が大量に更新の時期を
迎えています。
　また、東日本大震災をはじめとする近
年の大災害の教訓から施設の災害対策も
急務となっています。本市においては、
平成７年の阪神・淡路大震災以降、管路
更新時には地震の衝撃に強い耐震管を積
極的に採用してきたことから近年その割合は増加していますが、安定した水道水の供給のためには、さらに
耐震化を進めるための管路更新を含む水道施設更新費用の確保が必要です。（図３）

料金改定の背景
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図１：有収水量と料金収入の推移

図３：年度別の布設管路（鳥取・国府地域）

図２：従量料金使用水量区分ごとの水量の推移（鳥取・国府地域）
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平成29年７月19日、松原水道事業審議会長（写真右）
から深澤市長へ答申書が渡されました。

　平成29年４月から、簡易水道事業を上水道事業に
統合しました。
　本市では、平成16年の市町村合併以降、簡易水道
地域の水道料金の統一を進めてきました。多数あっ
た料金体系を段階的に調整し、市が管理していた簡
易水道地域は平成28年４月、地元が管理していた簡
易水道地域は平成29年４月に統一したところです
が、基本料金・従量料金は統合した上水道事業とは
異なっています。
　この異なっている水道料金については、簡易水道
料金を統一して間もない状況であることを踏まえ、
統合から３年後の平成32年４月に今回改定する料金
に統一します。

問い合わせ先 経営企画課経営係  0857-53-7952　 0857-53-7802

旧簡易水道地域の水道料金は
平成32年４月に統一します

◆◆給水区域図で見る料金改定の適用時期◆◆

水道料金改定の
市民説明会を開催します

　水道料金改定に関する説明会を開催
しますので、お知らせします。

● 料金改定を行った給水区域の中学校
区単位で開催します。（全13会場）

● 地区単位や町内会単位などの要望に
応じて出前説明会を実施します。（全
給水区域）

問い合わせ先 経営企画課広報係
0857-53-7953
0857-53-7802

開催日時 場　所

11月15日(水) 19:00 ～ 20:00
面影地区公民館（桜谷）
青谷町総合支所（青谷町青谷）

11月17日(金) 19:00 ～ 20:00
宮下地区公民館（国府町宮下）
高草人権福祉センター（古海）

11月20日(月) 19:00 ～ 20:00
富桑地区公民館（行徳三丁目）
湖南地区公民館（吉岡温泉町）

11月22日(水) 19:00 ～ 20:00
美穂地区公民館（朝月）
岩倉地区公民館（立川町六丁目）

11月24日(金) 19:00 ～ 20:00
福祉文化会館（西町二丁目）
美保南地区公民館（叶）

11月27日(月) 19:00 ～ 20:00
浜坂地区公民館（浜坂四丁目）
湖山西地区公民館(湖山町西一丁目)

11月29日(水) 19:00 ～ 20:00 河原町コミュニティセンター
（河原町渡一木）

平成30年4月に料金
改定する給水区域
平成32年4月に料金
統一する給水区域

これからも安全・安心な水道水をお届けするために
　減少傾向にある水道料金収入により必要な資金が確保できなくなる経営状況を改善するため、平成30年度
から34年度までを料金算定期間とし、安定経営のために最低限必要な額を盛り込んで算出した５年間のトー
タルコストを基に平均改定率を18.4％とする料金改定を行います。
　また、水需要の増減や、従量料金使用水量区分ごとの水量の変化による影響を受けにくい安定した給水収益
となるよう、水道料金収入における基本料金の占める割合を増加します。
　この料金改定により、安定した経営を継続し、地震などの災害対策や施設の更新を計画的に進めていきます。

今後も安全・安心な水道水を供給していきます。

◆◆料金改定までの経過◆◆
・平成28年４月　水道料金改定について水道事業審議会※に諮問

料金算定期間、改定率などについて６回にわたる審議が行われました。

・平成29年７月　水道事業審議会から答申
７月19日、水道事業審議会から、「料金算定期間を平成30年度から34年
度までの５年間とする」、「料金改定率は平均18.4％とする」などの料金
改定についての審議結果と、「積極的な情報の公開を行い、市民への丁寧
な説明に努められたい」などを附帯意見とする答申を受けました。　　

・平成29年９月　市議会で水道料金改定のための条例案可決
　※ 水道事業審議会：水道事業の重要な事項について調査や審議を行う市長の諮問機関
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　平成28年度（平成28年４月～平成29年３月）水道事業会計の決算は、平成29年９月定例市議会で認定さ
れました。
　事業の運営や施設の管理に関わる収益的収支について、収入は、前年度に比べて約6500万円の増となり
ました。支出は、前年度に比べて約4500万円の増となり、収支の差し引きでは、約6300万円の純損失を計
上しています。
　また、施設の新設や改良・更新に関わる資本的収支については、収支差し引き約14億5600万円の不足額
を内部留保資金で補填しています。
　みなさんからの水道料金で支えられている水道事業の経営環境は厳しい状況となっています。水道局では
今後も平成37年までの本市水道事業の具体的施策を定めた長期経営構想（平成27年４月改訂）に基づいた
健全な経営に取り組み、安全な水道水の安定供給に努めていきます。

　 浄水施設整備事業
　青谷地域に新たな膜ろ過浄水施設を整備するため
浄水場の敷地造成や導水管の布設などを行いました。
　 配水施設整備事業
　河原インター山手工業団地の給水開始に向けて、
江山浄水場から工業団地までの間の配水施設整備
（主に工業団地内の管路整備と山手配水地の関連工
事）を行いました。
　 配水管等改良事業
　震災対策整備事業などにより老朽管を耐震管に取
り替えるとともに、安全な水道水を供給するため、
鉛製給水管更新事業による鉛管の解消に努めました。

　 諸施設整備事業
　河原地域の中央監視装置更新工事や若葉台配水地の
無停電電源装置蓄電池取り替え工事など、老朽化した
設備の更新や改修を行いました。
　 その他の取り組み
　平成28年４月に発生した熊本地震
および平成28年10月に発生した鳥
取県中部地震により水道施設に多大
な被害が発生したことを受け、それ
ぞれの被災地において応急給水支援
および応急復旧支援を行いました。

平成28年度の主な事業

■長期前受金戻入：施設の新設や改良をする際に交付を受けた補助金等の減価償却費相当分を収益として計上するもの。■減価償却費：
施設の新設や改良に支払ったお金を、定められた耐用年数に応じて毎年費用化したもの。この費用は内部留保資金となり、企業債元金
の返済と施設の新設や改良をするための資金になります。■資産減耗費：施設を廃棄する場合、減価償却後の残存価格を費用として計
上するもの。■原水・浄水費：原水（天然の水）を水道水にするための費用。■配水・給水費：お客さまの所まで水道水を送るための
費用。■業務・総係費：水道メーターの計量、料金の徴収、窓口サービス、その他の費用。■支払利息：企業債（借入金）の利息。

■企業債：施設の新設や改良をするための借入金。地方公営企業の場合、施設整備の資金は主に企業債で調達します。
　資本的収支の用語

　収益的収支の用語

●収益的収支
　事業の運営や施設の管理に関わる収支です。

●資本的収支
　施設の新設や改良・更新に関わる収支です。
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収入 34.02億円 支出 34.65億円 収入 9.57億円 支出 24.13億円

当年度純損失当年度純損失
0.630.63

長期前受金戻入長期前受金戻入
5.965.96

水道料金水道料金
25.7325.73 原水・浄水費原水・浄水費 4.454.45

配水・給水費 配水・給水費 3.423.42

業務・総係費業務・総係費 4.614.61
支払利息支払利息 その他その他3.313.31 企業債企業債 4.234.23

工事負担金など工事負担金など
5.345.34

資本的収支不足額資本的収支不足額
14.5614.56

企業債元金の返済企業債元金の返済
8.938.93

0.090.09

減価償却費・
資産減耗費
減価償却費・
資産減耗費
18.7718.77

施設の新設や
改良など
施設の新設や
改良など
15.2015.20

前年度使用
しなかった
内部留保資金

前年度使用
しなかった
内部留保資金

16.9116.91

その他 その他 2.332.33

資本的収支不足額は、前年度
使用しなかった内部留保資金
で補塡します。

減価償却費・資産減耗費
は費用として計上しますが、
現金支出は伴わないため、
内部留保資金となります。

収益として計上しますが、
現金収入は伴いません。

水道事業会計決算平成
28年度

問い合わせ先 総務課財務係 0857-53-7913　 0857-53-7802

熊本市での応急給水支援
（平成28年4月22日）

平成28年度の決算の内訳
水道事業会計は、収益的収支と資本的収支に区分されます。


